
17 市報つくみ　2008年10月号

今
月
の
相
談
日
は
第
２
火
曜
日
で
す

　

︵
社
︶
大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業

協
会
臼
津
支
部
で
は
、
宅
地
建
物

の
取
引
や
借
家
に
関
す
る
相
談
所

を
開
設
い
た
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
相
談
者
の
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

10 
月
14 
日

（火）10 
時
〜
12 
時

▼
場
所　

よ
ら
ん
せ
︵
津
久
見
駅

前
通
り
︶

▼
問
い
合
わ
せ
先

︵
社
︶
大
分
県
宅
地
建
物
取
引

業
協
会
臼
津
支
部

☎
62-

５
６
７
６

10 
月
20
日
か
ら
26
日
は
、

行
政
相
談
週
間
で
す

　

行
政
相
談
委
員
は
、
役
所
の
仕

事
に
つ
い
て
の
身
近
な
相
談
窓
口

で
す
。
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
の
声

を
行
政
に
役
立
て
る
た
め
、
あ
な

た
の
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
日
時

10 
月
21
日

（火）　

10 
時
〜
12 
時

彦
ノ
内
集
会
所

10 
月
23
日

（木）　

10 
時
〜
12 
時

市
役
所
会
議
棟
会
議
室

︵
地
域
職
業
相
談
室
横
︶

10 
月
24
日

（金）　

10 
時
〜
12 
時

長
目
公
民
館

▼
問
い
合
わ
せ
先

秘
書
課　
　

☎
82-

９
５
１
０

行
政
相
談
委
員　

伊
東
正
一

☎
82-

４
４
６
８

　

来
年
度
小
学
校
に
入
学
予
定
の

お
子
様
を
お
持
ち
の
保
護
者
の
方

で
、
就
学
に
対
す
る
悩
み
や
不
安

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
随
時
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

▼
受
付
時
間　

９
時
〜
16 
時
30
分

︵
土
・
日
、
祝
日
は
除
く
︶

▼
連
絡
先　

津
久
見
市
教
育
委
員

会
学
校
教
育
課　

担
当　

仲
村

☎
82-

９
５
２
６

　

４
月
１
日
か
ら
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
佐
伯
の
付
属
施
設
と
し
て
開
設

さ
れ
た
﹁
津
久
見
市
地
域
職
業
相

談
室
﹂
で
は
、
求
人
検
索
機
を
２

台
設
置
し
、
津
久
見
市
内
は
も
と

よ
り
、
臼
杵
市
、
佐
伯
市
を
は
じ

め
近
隣
の
求
人
情
報
を
、
タ
ッ
チ

パ
ネ
ル
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、

簡
単
に
探
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

相
談
室
で
は
、
専
門
の
相
談
員

に
よ
る
職
業
相
談
、
職
業
紹
介
な

ど
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
ほ
か
、
雇
用
保
険
の
受
給
手

続
を
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
求
職

活
動
証
明
の
発
行
も
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
会
議
棟
内
２
階

津
久
見
市
地
域
職
業
相
談
室

☎
82-

８
６
０
９

︵
８
時
30
分
〜
17 
時
︶

　

困
っ
た
こ
と
や
悩
み
ご
と
の
あ

る
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
人
権
擁
護
委
員
や
法
務
局
職

員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

▼
日
時　

10 
月
20
日

（月）10 
時
〜
15 
時

▼
場
所　

津
久
見
市
公
民
館

▼
担
当
者　

人
権
擁
護
委
員
、
法

務
局
職
員

▼
相
談
内
容　

①
夫
婦
、
親
子
な

ど
家
庭
の
問
題
②
登
記
、
境
界
、

借
地
、
借
家
な
ど
土
地
、
建
物

の
問
題
③
い
じ
め
、
体
罰
な
ど

子
ど
も
の
問
題
④
セ
ク
シ
ャ
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
問
題
⑤

遺
言
、
相
続
な
ど
⑥
そ
の
他
法

律
関
係
の
問
題

※
相
談
無
料　

秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
法
務
局
臼
杵
支
局

☎
62-

２
７
０
０

▼
日
程　

10 
月
８
日

（水）

▼
受
付

午
前　

９
時
30
分
〜
11
時

午
後　

13 
時
〜
14 
時
30
分

▼
場
所　

大
分
市
荷
揚
町
４
‐
１

大
分
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

※
当
日
は
、
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
内
容　

人
権
、
金
銭
、
不

動
産
、
雇
用
、
交
通
事
故
、
遺

産
相
続
、
家
庭
内
の
問
題
な
ど

▼
相
談
員　

大
分
県
弁
護
士
会
所

属
弁
護
士
ほ
か

▼
問
い
合
わ
せ
先　

大
分
地
方
裁

判
所
総
務
課
庶
務
係

☎
０
９
７-

５
３
２-

７
１
６
１

︵
内
線
６
０
８
︶

　

あ
な
た
が
土
地
を
買
っ
た
り
、

ま
た
は
遺
産
を
相
続
す
る
な
ど
財

産
を
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
の
所

有
権
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

権
利
が
保
全
さ
れ
ま
す
。

　

ほ
か
に
、
会
社
や
法
人
・
組
合

の
設
立
、
民
事
再
生
、
自
己
破
産
、

土
地
・
家
屋
に
対
す
る
賃
料
の
不

払
い
や
明
け
渡
し
、
夫
婦
・
親
子

関
係
や
扶
養
に
関
す
る
問
題
な
ど

で
悩
ん
で
お
ら
れ
る
方
、
ま
た
、

認
知
症
高
齢
者
等
の
成
年
後
見
、

遺
言
書
作
成
等
の
ご
相
談
も
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

10 
月
18 
日

（土）10 
時
〜
15 
時

※
受
付
順
・
予
約
不
要

▼
場
所　

臼
杵
市
民
会
館

▼
相
談
担
当
者　

大
分
県
司
法
書

士
会
会
員

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
司
法
書
士
会

☎
０
９
７-

５
３
２-

７
５
７
９

ま
た
は
、
最
寄
り
の
司
法
書
士

事
務
所
へ

　

こ
れ
ま
で
、
駅
前
通
り
の
市
民

の
憩
い
の
場
﹁
よ
ら
ん
せ
﹂
で
行

っ
て
い
た
国
保
相
談
員
に
よ
る
市

民
健
康
相
談
を
、
10 
月
か
ら
保
戸

島
、
無
垢
島
航
路
発
着
場
に
あ
る

﹁
離
島
交
流
館
﹂
で
行
い
ま
す
。
毎

月
第
２
水
曜
日
の
14 
時
か
ら
16 

時
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
生
活

習
慣
病
や
、
健
康
に
つ
い
て
の
ご

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
民
生
活
課
国
保
年
金
班

☎
82-

４
１
１
１︵
内
線
１
０
６
︶

不
動
産
の
も
め
事
で

困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

行
政
相
談
週
間

就
学
に
つ
い
て
の
お
悩
み

等
を
受
け
付
け
ま
す

地
域
職
業
相
談
室
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

特
設
人
権
相
談
所
開
設

全
国
一
斉
司
法
書
士
法
律
相

談（
登
記
・
供
託
・
訴
訟
等
）

無
料
法
律
・
人
権
相
談

市
民
健
康
相
談
の
会
場
が

変
わ
り
ま
し
た

相
　
談


